
除染技術実証事業等について 

 

 

 

 

○有望な新技術の開発支援を行うとともに、その技術・原理で処理を行うこ

とによる除染の効果、経済性、効率性等を評価することにより、同様の

技術の普及や処理の推進に資することを目的として、除染に活用し得る

除染技術を広く公募。 

 

 

○事業者からの提案を、放射線や環境工学等の専門家が審査し、採択案件を

決定。原則上限２１００万円（税込）まで補助。 

 

 

○これまで４度事業を実施。事業実施期間及び実証件数は下記の通り。 

  

１．平成２３年１１月～平成２４年２月、２５件 

２．平成２４年５月～平成２４年９月、２２件 

３．平成２４年１１月～平成２５年５月、１５件 

４．公募中、平成２５年６月以降実施予定 

※１．は内閣府・独立行政法人日本原子力研究開発機構が、２．以降は

環境省が実施。 

 

資料６ 



除染技術ポータルサイト 

除染技術実証事業 

 
新技術保有者 

•技術内容 

•除染効果、経済性、
安全性等の実証
データ 

 等を登録 

新技術を求める 
除染事業者 

専門家による評価 

除染事業者 
新技術の採用 

環境省 

•除染の発注時にお
ける新技術活用のイ
ンセンティブ付与 

•直面する課題に対
応するための実証
試験の実施 

•市町村除染計画地
域の除染における
手法の追加 

•受付、専門家による簡易審査 

•新技術保有者と除染事業者の
マッチング 
•除染技術関連情報の提供 等 

環境省・市町村 

•除染現場の技術
課題の提示 

登録 

登録 

評価結果
掲載 簡易

審査 

•これまでの除染等の取組を踏まえ、
必要性の高い除染対象・除染手法等
を例示 

除染への新技術の活用について 資料６ 別紙 


